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議案第１１９号

川口市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部を改正する条例

川口市情報公開・個人情報保護運営審議会条例（平成１２年条例第５１号）の一

部を次のように改正する。

第１条中「及び川口市個人情報保護条例（平成１２年条例第５０号」を「並びに

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び川口市個人情報の保

護に関する条例（令和４年条例第 号」に改める。

第２条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（所掌事務）」を付し、同条

第１項中「及び保護条例第２条第１号」を削り、「以下」の次に「この条において

」を加え、同項第１号中「及び個人情報保護制度」を削り、同項第２号中「及び保

護条例」を削り、同条第２項を削り、同条第３項中「及び個人情報保護制度」を削

り、同項を同条第２項とする。

第１１条を第１２条とし、第３条から第１０条までを１条ずつ繰り下げ、第２条

の次に次の１条を加える。

第３条 審議会は、実施機関（保護条例第２条第２項に規定する実施機関をいう。

以下この条において同じ。）の諮問に応じて、保護条例第６条第１項各号に掲げ

る事項について調査審議する。

２ 審議会は、保護条例第６条第２項の規定により実施機関が審議会に報告するこ

ととされた事項の報告を受ける。

３ 審議会は、実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するため特に必要

であると認める事項について、実施機関に建議することができる。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２０号

川口市情報公開・個人情報保護等審査会条例の一部を改正する条例

川口市情報公開・個人情報保護等審査会条例（平成１２年条例第５２号）の一部

を次のように改正する。

第１条中「川口市個人情報保護条例（平成１２年条例第５０号。以下「保護条例

」という。）第３０条」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）第１０５条第３項において読み替えて準用する同条第１項」に、「、及び」を

「、並びに」に改める。

第７条第１項前段を次のように改める。

審査会は、必要があると認めるときは、実施機関（公開条例第２条第１号に規

定する実施機関及び川口市個人情報の保護に関する条例（令和４年条例第 号

）第２条第２項に規定する実施機関をいう。以下同じ。）に対し、公文書（公開

条例第１２条第１項に規定する公開決定等に係る公開条例第２条第２号に規定す

る公文書をいう。以下同じ。）又は保有個人情報（個人情報の保護に関する法律

第７８条第１項第４号に規定する開示決定等、同法第９４条第１項に規定する訂

正決定等又は同法第１０２条第１項に規定する利用停止決定等に係る同法第６０

条第１項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。）の提示を求めることがで

きる。

第７条第３項中「公開決定等に係る」を削り、「公文書」の次に「に記録されて

いる情報」を加え、「開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止等決定等に係る」

を削り、「記録されている」を「含まれている」に、「分類」を「分類し、」に改

める。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２１号

川口市情報公開条例の一部を改正する条例

川口市情報公開条例（平成１２年条例第４９号）の一部を次のように改正する。

第７条第２号中「事項」の次に「（個人識別符号（個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）第２条第２項に規定する個人識別符号をいう。以下同

じ。）を除く。）」を、「含む。）」の次に「若しくは個人識別符号が含まれるも

の」を加え、同号ウ中「並びに当該公務員等の氏名に係る部分であって公にしても

当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの」を削り、

同条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、第６号を第５号

とし、同条第７号に次のように加える。

オ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独

立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

第７条中第７号を第６号とし、第８号を第７号とする。

第９条中「（第７条第３号に掲げる情報を除く。）」を削る。

第１３条中「すべて」を「全て」に改め、同条第１号中「本条」を「この条の規

定」に改める。

第１４条第２項第１号中「同条第４号ただし書」を「同条第３号ただし書」に改

める。

第１５条の見出し中「方法」を「実施」に改め、同条に次の２項を加える。

２ 公開決定に基づき公文書の公開を受けるものは、規則で定めるところにより、

当該公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法その他の規則

で定める事項を申し出なければならない。

３ 前項の規定による申出は、第１１条第１項に規定する通知があった日から３０

日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができ

ないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

第１７条第１項中「（以下「審査会」という。）」を削り、同条第３項から第５

項までを削り、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項の規定による諮問は、審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関
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する書類その他の物件のうち規則で定めるものの写しを添えてしなければならな

い。

第１９条第５項中「写しの交付」を「公開」に、「写しの作成」を「公開の実施

」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市情報公開条例（以下「新条例」という。）第７

条、第９条、第１５条第２項及び第３項並びに第１９条第５項の規定は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に公開請求がされる場合について

適用し、施行日前に公開請求がされた場合については、なお従前の例による。

３ 新条例第１７条の規定は、施行日以後にされる公開決定等又は公開請求に係る

不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は公開請

求に係る不作為に係る審査請求については、なお従前の例による。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２２号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第６５号

）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「、次項に定めるものを除き」を削り、同条第２項を削る。

第３条第１項中「実施機関」を「機関」に改め、「において」の次に「個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６０条第１項に規定する」を加

え、同条第２項中「実施機関は、」を削り、「事務」の次に「を所掌する機関は、

当該事務」を加え、同条第３項中「実施機関」を「機関」に改める。

第４条中「情報照会実施機関の欄」を「情報照会機関の欄」に、「掲げる実施機

関」を「掲げる機関」に、「情報提供実施機関の欄」を「情報提供機関の欄」に改

める。

「 「
別表第１及び別表第２中 実施機関 を 機関 に改める。

」 」

「 「 「
情報照会 情報照会 情報提供

別表第３中 を に、 を
実施機関 機関 実施機関

」 」 」

「
情報提供

に改める。
機関

」

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２３号

川口市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例

川口市職員退職手当支給条例（昭和３７年条例第６８号）の一部を次のように改

正する。

第２条第２項中「含む」の次に「。第１５条第２項において「勤務日数」という

」を、「１８日」の次に「（１月間の日数（川口市の休日を定める条例（平成元年

条例第５５号）第１条第１項各号に掲げる日の日数を除く。）が２０日に満たない

場合にあっては、１８日から２０日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。

第１５条第２項において「職員みなし日数」という。）」を加え、「者は」を「も

のは」に改める。

第４条第１項中「又は２５年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した

者であって任命権者が市長の承認を得たもの」を削る。

第５条第１項中「生ずること」の次に「により退職した者若しくは勤務公署の移

転」を加え、「傷病又は」を「傷病若しくは」に改め、「若しくは勤務公署の移転

により退職した者」を削る。

第５条の３中「及び勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市長の

承認を得たもの」を削る。

第１５条第２項中「職員について定められている勤務時間以上勤務した日（法令

又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇

を与えられた日を含む。）が１８日」を「勤務日数が職員みなし日数」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川口市職員退職手

当支給条例第２条第２項及び第１５条第２項の規定は、令和４年１０月１日から

適用する。

（川口市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正）

２ 川口市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（令和４年条例第３３号）

の一部を次のように改正する。

附則に９項を加える改正規定（附則第２１項及び第２２項に係る部分に限る。

- 6 -



）中「２５年以上勤続して退職した者（その者の非違によることなく勧奨を受け

て退職した者又は勤務公署の移転により」を「勤務公署の移転により退職した者

であって任命権者が市長の承認を得たもの又は２５年以上勤続して退職した者（

その者の非違によることなく勧奨を受けて」に改める。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２４号

川口市自転車駐車場条例の一部を改正する条例

川口市自転車駐車場条例（昭和５９年条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。

第６条中「申請を受理した」を「規定による申請があった」に改める。

別表第１並木自転車駐車場の項を削る。

別表第２の１の項を次のように改める。

栄町自転車駐車場 定 期 利 用 月額 ２，２００円 月額 ３，３００円
西川口自転車駐車場
戸塚自転車駐車場 一 時 利 用 １回 １１０円 １回 １１０円

１
東川口自転車駐車場
川口元郷地下自転車駐車場
新井宿地下自転車駐車場
東川口地下自転車駐車場
鳩ヶ谷駅第１自転車駐車場

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２５号

川口市個人情報の保護に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以

下「法」という。）第８９条第２項及び第１２９条の規定に基づき保有個人情報

の開示請求に係る手数料の額等を定めるとともに、法その他の法令に定めるもの

のほか、実施機関における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるも

のとする。

（定義）

第２条 この条例における用語の意義は、次項に定めるものを除き、法の例による。

２ この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公

平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理

者及び病院事業管理者をいう。

（開示の実施における本人確認）

第３条 法第８５条第３項に規定する開示決定（以下「開示決定」という。）を受

けた者は、当該開示決定に係る保有個人情報の開示を事務所において受けるとき

は、当該開示決定をした実施機関に対し、自己が当該開示決定を受けた者である

ことを証する書類で規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

（開示請求に係る手数料の額等）

第４条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料の額は、零

とする。

２ 保有個人情報の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示

の実施に要する費用として実費の範囲内において実施機関が定める額を負担しな

ければならない。

（審査会への諮問手続）

第５条 法第１０５条第３項において読み替えて準用する同条第１項の規定による

諮問は、審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物

件のうち規則で定めるものの写しを添えてしなければならない。

（審議会への諮問等）
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第６条 実施機関は、次に掲げる事項について、個人情報の適正な取扱いを確保す

るため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、

川口市情報公開・個人情報保護運営審議会（以下「審議会」という。）に諮問す

ることができる。

(1) この条例の見直しに関する事項

(2) 実施機関における個人情報保護制度の運用に関する規程に関する事項

(3) 前２号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の適正な取扱いを確

保するために必要な事項

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を審議会に報告し

なければならない。

(1) 個人情報を取り扱う事務（短期間に廃棄され、又は消去される個人情報を取

り扱う事務その他規則で定める事務を除く。以下「個人情報取扱事務」という。

）を新たに開始し、又は廃止したとき。

(2) 個人情報取扱事務において、保有個人情報の利用目的又は取り扱う個人情報

の項目を変更したとき。

(3) 個人情報取扱事務において、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自

ら利用し、又は提供することとしたとき。

（運用状況の公表）

第７条 市長は、毎年度、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況をとり

まとめ、これを公表するものとする。

（委任）

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（川口市個人情報保護条例の廃止）

２ 川口市個人情報保護条例（平成１２年条例第５０号）は、廃止する。

（経過措置）

３ この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の川口市個人情報保護条例（
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以下「旧条例」という。）第２条第１号に規定する実施機関（以下「旧実施機関

」という。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員で

あった者に係る旧条例第３条第２項の規定による職務上知り得た旧条例第２条第

２号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）を漏らし、又は不当な

目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例

による。

４ この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた業務又は指定管理者が

管理する公の施設の業務における旧個人情報を取り扱う業務（以下「旧個人情報

取扱業務」という。）に従事していた者に係る旧条例第１３条第２項の規定によ

る業務に関して知り得た旧個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用して

はならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

５ この条例の施行の日（次項において「施行日」という。）前に旧条例第１４条

第１項若しくは第２項、第２４条第１項若しくは同条第２項において準用する第

１４条第２項又は第２８条の３、第２８条の４若しくは第２８条の５において準

用する同項の規定による請求（次項において「旧条例開示等請求」という。）が

された場合における旧条例第２条第５号に規定する保有個人情報（以下「旧保有

個人情報」という。）の開示、訂正並びに利用の停止及び消去並びに提供の停止

については、なお従前の例による。

６ 施行日前にした旧条例第１９条第１項若しくは第２項若しくは第２７条各項（

旧条例第２８条の５において準用する場合を含む。）の規定による決定（以下こ

の項において「旧条例開示決定等」という。）若しくは施行日前にされた旧条例

開示等請求に係る不作為に係る審査請求又は前項の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合における施行日後にした旧条例開示決定等若しくは施行日後

にされた旧条例開示等請求に係る不作為に係る審査請求については、なお従前の

例による。

７ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機

関が保有していた旧保有個人情報（個人の秘密に属する事項を含むものに限る。

）を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保

有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した
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もの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施

行後に提供したときは、２年以下の懲役又は１，０００，０００円以下の罰金に

処する。

(1) 附則第３項に規定する者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報取扱業務

に従事していた者又は指定管理者の管理する市の公の施設の管理業務に従事し

ていた者

８ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において

旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第

三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又

は５００，０００円以下の罰金に処する。

９ 前２項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

１０ この条例の施行前にした行為及び附則第５項の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。

（川口市債権管理条例の一部改正）

１１ 川口市債権管理条例（令和元年条例第３８号）の一部を次のように改正する。

目次中「・第１８条」を削る。

第１７条を削り、第４章中第１８条を第１７条とする。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２６号

川口市立公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立公民館設置及び管理条例（昭和４６年条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第２領家公民館の項中

「
視聴覚室 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

陶芸場 ５５０ ５５０ ５５０ ５５０ ５５０ ５５０
」

を

「
視聴覚室 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

」

に改め、同表鳩ヶ谷公民館の項を次のように改める。

鳩ヶ谷公民 ホール ３３０ ３３０ ６６０ ６６０ ９９０ ９９０
館

日本間 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

講座室１号 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

講座室２号 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

料理実習室 ２２０ ２２０ ４４０ ４４０ ６６０ ６６０

ミーティング室 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

視聴覚室 １６０ １６０ ３３０ ３３０ ４９０ ４９０

附 則

この条例中別表第２領家公民館の項の改正規定は令和５年２月１日から、同表鳩

ヶ谷公民館の項の改正規定は同年４月１日から施行する。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２７号

川口市立中央ふれあい館設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立中央ふれあい館設置及び管理条例（平成１６年条例第１９号）の一部を

次のように改正する。

第４条第１号イ中「、ゲートボール場」を削る。

第６条第２項中「前項に」を「同項に」に改める。

別表ゲートボール場の項を削る。

附 則

この条例は、令和５年１月１日から施行する。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 14 -



議案第１２８号

川口市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例

川口市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１１年条例第５２号）の一部を次

のように改正する。

第６条第２項を削る。

第８条の見出しを「（建築台帳の記載事項を証する書面及び道路調書の交付申請

に係る手数料の額等）」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 道路調書（建築基準法第４２条に規定する道路の種別その他規則で定める事項

を記載した書面をいう。）の交付を市長に申請しようとする者は、１件につき４

００円の手数料を市に納付しなければならない。

第１１条第１項中「第６条第１項第２号」を「第６条第２号」に改める。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第６条第２項を削る改正

規定及び第１１条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２９号

川口市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

川口市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第６１号

）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「この項及び次項」を「この条」に改め、「企業債の額に達する

まで」を削り、同条第２項中「額）を」を「金額）を、建設改良積立金又は」に改

め、同条第４項中「場合」の次に「又は建設改良積立金を使用して建設若しくは改

良を行った場合」を加え、「の額」を「及び建設改良積立金の額」に改め、同項を

同条第５項とし、同条第３項中「ために、」の次に「建設改良積立金は建設改良費

に充てるために、」を加え、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を

加える。

３ 管理者は、事業年度末日において第１項の規定により減債積立金を積み立てた

場合（企業債の額に達するまで積み立てた場合を除く。）は、欠損金補填残額か

ら減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額の全部

又は一部を、建設改良積立金又は利益積立金として積み立てることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３０号

川口市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例

川口市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和４１年条例第２７号）の

一部を次のように改正する。

第２条中「この市」を「本市」に改める。

第４条の表を次のように改める。

名 称 位 置 管 轄 区 域

川口市南 川口市本町２ 本町１丁目、本町２丁目、本町３丁目、本町４
消防署 丁目４番３９ 丁目、栄町１丁目、栄町２丁目、栄町３丁目、

号 幸町１丁目、幸町２丁目、幸町３丁目、金山町、
舟戸町、川口１丁目、川口２丁目、川口３丁目、
川口４丁目、川口５丁目、川口６丁目、飯塚１
丁目、飯塚２丁目、飯塚３丁目、飯塚４丁目、
西川口１丁目、西川口２丁目、西川口３丁目、
西川口４丁目、西川口５丁目、西川口６丁目、
仲町、飯原町、原町、宮町、南町１丁目、南町
２丁目、緑町、荒川町、並木元町、並木１丁目、
並木２丁目、並木３丁目、並木４丁目、青木１
丁目、青木２丁目、青木３丁目、青木４丁目、
青木５丁目、中青木１丁目、中青木２丁目、中
青木３丁目、中青木４丁目、中青木５丁目、西
青木１丁目、西青木２丁目、西青木３丁目、西
青木４丁目、西青木５丁目、朝日１丁目、朝日
２丁目、朝日３丁目、朝日４丁目、朝日５丁目、
朝日６丁目、末広１丁目、末広２丁目、末広３
丁目、新井町、元郷１丁目、元郷２丁目、元郷
３丁目、元郷４丁目、元郷５丁目、元郷６丁目、
弥平１丁目、弥平２丁目、弥平３丁目、弥平４
丁目、東領家１丁目、東領家２丁目、東領家３
丁目、東領家４丁目、東領家５丁目、領家１丁
目、領家２丁目、領家３丁目、領家４丁目、領
家５丁目、河原町

川口市北 川口市芝下２ 上青木１丁目、上青木２丁目、上青木３丁目、
消防署 丁目１番１号 上青木４丁目、上青木５丁目、上青木６丁目、

上青木町４丁目、上青木西１丁目、上青木西２
丁目、上青木西３丁目、上青木西４丁目、上青
木西５丁目、前上町、前川１丁目、前川２丁目、
前川３丁目、前川４丁目、前川町３丁目、前川
町４丁目、南前川１丁目、南前川２丁目、本前
川１丁目、本前川２丁目、本前川３丁目、大字
安行領根岸、大字安行領在家、大字道合、大字
神戸、大字木曽呂、大字東内野、大字源左衛門
新田、大字石神、大字赤芝新田、大字西新井宿、
大字新井宿、大字赤山、在家町、柳崎１丁目、
柳崎２丁目、柳崎３丁目、柳崎４丁目、柳崎５
丁目、北園町、柳根町、芝中田１丁目、芝中田
２丁目、芝新町、芝宮根町、芝高木１丁目、芝
高木２丁目、芝東町、芝１丁目、芝２丁目、芝
３丁目、芝４丁目、芝５丁目、芝樋ノ爪１丁目、
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芝樋ノ爪２丁目、芝下１丁目、芝下２丁目、芝
下３丁目、芝富士１丁目、芝富士２丁目、芝園
町、大字芝、芝西１丁目、芝西２丁目、芝塚原
１丁目、芝塚原２丁目、大字伊刈、大字小谷場

川口市東 川口市坂下町 大字赤井、赤井１丁目、赤井２丁目、赤井３丁
消防署 ４丁目３番１ 目、赤井４丁目、大字東本郷、東本郷１丁目、

４号 東本郷２丁目、本 １丁目、本 ２丁目、本
３丁目、本 ４丁目、大字 沼、江戸袋１丁目、
江戸袋２丁目、江戸１丁目、江戸２丁目、江戸
３丁目、大字前野宿、大字東貝塚、大字大竹、
大字峯、大字新堀、新堀町、大字榛松、榛松１
丁目、榛松２丁目、榛松３丁目、大字安行原、
大字安行領家、安行出羽１丁目、安行出羽２丁
目、安行出羽３丁目、安行出羽４丁目、安行出
羽５丁目、大字安行慈林、大字安行、大字安行
吉岡、大字安行藤八、大字安行吉蔵、大字安行
北谷、大字安行小山、大字安行西立野、大字戸
塚、戸塚１丁目、戸塚２丁目、戸塚３丁目、戸
塚４丁目、戸塚５丁目、戸塚６丁目、戸塚東１
丁目、戸塚東２丁目、戸塚東３丁目、戸塚東４
丁目、東川口１丁目、東川口２丁目、東川口３
丁目、東川口４丁目、東川口５丁目、東川口６
丁目、戸塚鋏町、戸塚境町、戸塚南１丁目、戸
塚南２丁目、戸塚南３丁目、戸塚南４丁目、戸
塚南５丁目、大字西立野、大字長蔵新田、長蔵
１丁目、長蔵２丁目、長蔵３丁目、大字久左衛
門新田、大字藤兵衛新田、大字行衛、北原台１
丁目、北原台２丁目、北原台３丁目、大字差間、
差間１丁目、差間２丁目、差間３丁目、坂下町
１丁目、坂下町２丁目、坂下町３丁目、坂下町
４丁目、桜町１丁目、桜町２丁目、桜町３丁目、
桜町４丁目、桜町５丁目、桜町６丁目、大字里、
大字 、鳩ヶ谷本町１丁目、鳩ヶ谷本町２丁目、
鳩ヶ谷本町３丁目、鳩ヶ谷本町４丁目、大字前
田、大字三ツ和、鳩ヶ谷緑町１丁目、鳩ヶ谷緑
町２丁目、南鳩ヶ谷１丁目、南鳩ヶ谷２丁目、
南鳩ヶ谷３丁目、南鳩ヶ谷４丁目、南鳩ヶ谷５
丁目、南鳩ヶ谷６丁目、南鳩ヶ谷７丁目、南鳩
ヶ谷８丁目、八幡木１丁目、八幡木２丁目、八
幡木３丁目、三ツ和１丁目、三ツ和２丁目、三
ツ和３丁目

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３１号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 ＧＩＧＡスクール端末

２ 納 入 場 所 川口市並木１丁目２６番１号ほか１校

３ 納 入 者 埼玉県川口市西青木１丁目１４番２号

株式会社スリーウエイ

代表取締役 榊 尚 寛

４ 数 量 ２，４９０台

５ 取 得 価 格 １３９，６８９，０００円

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３２号

訴えの提起について

母子福祉資金償還金の滞納に伴う支払督促の申立てに係り、債務者から異議の申

立てがなされた場合、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定に

より、支払督促の申立ての時に川口簡易裁判所への訴えの提起があったものとみな

されるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規

定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市元郷５丁目１０番２２号

ボノールエクストレーム２０３号

柴 田 竜 翼

２ 事件の内容

上記の者は、就学支度資金及び修学資金に係る母子福祉資金償還金並びにこれ

に対する違約金の滞納に対し、支払いに応じるよう電話や訪問、催告書等により

再三催告したが支払いに応じなかった。そこで、債務者に対し当該債権の支払い

等を求め、支払督促及び仮執行宣言の申立てを行うものである。

その際、上記の者が支払督促又は仮執行宣言付支払督促を受領後、異議の申立

てを行った場合には、民事訴訟法第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣

言の申立てが川口簡易裁判所への訴えに移行するため、予め地方自治法第９６条

第１項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し母子福祉資金償還金及びこれに対する違約金の支払いを求める

もの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から母子福祉資金償還金及びこれに対する違約金を完納する旨の申

入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。
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令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３３号

訴えの提起について

一般被保険者返納金の滞納に伴う支払督促の申立てに係り、債務者から異議の申

立てがなされた場合、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定に

より、支払督促の申立ての時に川口簡易裁判所への訴えの提起があったものとみな

されるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規

定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市柳崎５丁目１３番６号

シャルム柳崎２０２号

中 村 武

２ 事件の内容

上記の者は、国民健康保険の資格喪失に伴う一般被保険者返納金の滞納に対し、

支払いに応じるよう電話や訪問、催告書等により再三催告したが支払いに応じな

かった。そこで、債務者に対し当該債権の支払い等を求め、支払督促及び仮執行

宣言の申立てを行うものである。

その際、上記の者が支払督促又は仮執行宣言付支払督促を受領後、異議の申立

てを行った場合には、民事訴訟法第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣

言の申立てが川口簡易裁判所への訴えに移行するため、予め地方自治法第９６条

第１項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し一般被保険者返納金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から一般被保険者返納金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３４号

訴えの提起について

学校給食費の滞納に伴う支払督促の申立てに係り、債務者から異議の申立てがな

された場合、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により、支

払督促の申立ての時に川口簡易裁判所への訴えの提起があったものとみなされるた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により

次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市戸塚東１丁目７番４号

セントラルハイツ２０２

畠 山 博 行

畠 山 ゆめか

２ 事件の内容

上記の者は、扶養する子が学校在学中に利用した学校給食費の滞納に対し、支

払いに応じるよう電話や訪問、催告書等により再三催告したが支払いに応じなか

った。そこで、債務者に対し当該債権の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣

言の申立てを行うものである。

その際、上記の者が支払督促又は仮執行宣言付支払督促を受領後、異議の申立

てを行った場合には、民事訴訟法第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣

言の申立てが川口簡易裁判所への訴えに移行するため、予め地方自治法第９６条

第１項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し学校給食費の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から学校給食費を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見

込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。
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令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３５号

訴えの提起について

福祉資金貸付金の滞納に伴う支払督促の申立てに係り、債務者から異議の申立て

がなされた場合、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第３９５条の規定により、

支払督促の申立ての時に川口簡易裁判所への訴えの提起があったものとみなされる

ため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定によ

り次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市大字安行吉蔵３９５番地

ガーデンヒルズＮＡＫＡＹＡＭＡ参番館１０５号

最 上 秀 男

２ 事件の内容

上記の者は、助産費として借り入れた福祉資金貸付金の滞納に対し、支払いに

応じるよう電話や訪問、催告書等により再三催告したが支払いに応じなかった。

そこで、債務者に対し当該債権の支払い等を求め、支払督促及び仮執行宣言の申

立てを行うものである。

その際、上記の者が支払督促又は仮執行宣言付支払督促を受領後、異議の申立

てを行った場合には、民事訴訟法第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣

言の申立てが川口簡易裁判所への訴えに移行するため、予め地方自治法第９６条

第１項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し福祉資金貸付金の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から福祉資金貸付金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その履行

が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３６号

訴えの提起について

放課後児童クラブ利用料及び学校給食費の滞納に伴う支払督促の申立てに係り、

債務者から異議の申立てがなされた場合、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）

第３９５条の規定により、支払督促の申立ての時に川口簡易裁判所への訴えの提起

があったものとみなされるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第１２号の規定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市大字安行領家１１９０番地の６

アルカンシェル１０４号

吉 住 浩 一

吉 住 真 理

２ 事件の内容

上記の者は、扶養する子が学校在学中に利用した放課後児童クラブ利用料及び

学校給食費の滞納に対し、支払いに応じるよう電話や訪問、催告書等により再三

催告したが支払いに応じなかった。そこで、債務者に対し当該債権の支払い等を

求め、支払督促及び仮執行宣言の申立てを行うものである。

その際、上記の者が支払督促又は仮執行宣言付支払督促を受領後、異議の申立

てを行った場合には、民事訴訟法第３９５条の規定により支払督促又は仮執行宣

言の申立てが川口簡易裁判所への訴えに移行するため、予め地方自治法第９６条

第１項第１２号の規定により議決を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 債務者に対し放課後児童クラブ利用料及び学校給食費の支払いを求めるもの

(2) 債務者に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(3) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から放課後児童クラブ利用料及び学校給食費を完納する旨の申入れ

があり、かつ、その履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。
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令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３７号

損害賠償の額の決定について

次のとおり損害賠償の額を決定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号

）第９６条第１項第１３号の規定により議決を求める。

記

１ 損害賠償の相手方

川口市在住

男 性 ９１歳 ほか９２名

２ 損 害 賠 償 の 額

１，０２８，６２９円

３ 損害賠償の要旨

特定疾病における高額療養費の支給誤りに係る損害賠償の額は、平成３１年４

月から令和２年６月までの当該高額療養費の支給誤りに伴う未払額１，０００，

３３７円及び未払期間に対応する遅延損害金の額２８，２９２円の合計額１，０

２８，６２９円とする。

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３８号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市老人福祉センター新郷たたら荘

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 清 水 竹 敏

３ 指定の期間

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３９号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市めぐりの森

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市末広３丁目１４番１０号

株式会社川口斎苑サービス

代表取締役 佐 野 正 信

３ 指定の期間

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４０号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立アートギャラリー

川口市立文化財センター旧田中家住宅

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市栄町３丁目１０５番地１５－２ ３階

株式会社２１世紀文化芸術研究室グループ

代表者 株式会社２１世紀文化芸術研究室

代表取締役 岡 村 睦 美

３ 指定の期間

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４１号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立戸塚スポーツセンター

川口市立中台庭球場

戸塚榎戸公園内運動場

２ 指定管理者となる団体の名称

東京都品川区東品川４丁目１０番１号

スポーツで輝く 川口戸塚まちづくりパートナーズ

代表者 コナミスポーツ株式会社

代表取締役 室 田 健 志

３ 指定の期間

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４２号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

横 曽 根
西川口6丁目252番47地先 西川口6丁目252番57地先 5.0 82.0

第194-1号線

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４３号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

漆 山 昭和２４年９月２９日生 川口市榛松２丁目２２番３号

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 漆 山

生年月日 昭和２４年９月２９日

現 住 所 川口市榛松２丁目２２番３号

平成１８年 ４月 川口市立青木中央小学校教頭

平成２２年１２月 民生委員・児童委員

平成２８年 ４月 新郷地区民生委員・児童委員協議会副会長

平成２８年 ４月 榛松町会副町会長

平成２８年 ５月 新郷地区社会福祉協議会会長

平成２９年 ４月 人権擁護委員

令和 ２年 ４月 人権擁護委員
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議案第１４４号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

河 井 徹 昭和３６年５月２３日生 川口市大字芝６８１０番地

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 河 井 徹

生年月日 昭和３６年５月２３日

現 住 所 川口市大字芝６８１０番地

平成２５年１０月 有限会社河井商事代表取締役

平成２８年 ６月 川口都市計画事業芝東第３土地区画整理審議会委員

令和 ２年 ４月 人権擁護委員
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議案第１４５号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

戸ヶ﨑 幾 江 昭和３３年１月９日生 川口市幸町３丁目２番２２－１３０

５号 ブランズ川口幸町

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 戸ヶ﨑 幾 江

生年月日 昭和３３年１月９日

現 住 所 川口市幸町３丁目２番２２－１３０５号 ブランズ川口幸町

平成１７年 ４月 川口市立芝小学校教頭

平成２０年 ４月 川口市立神根東小学校長

平成３０年 ４月 川口市立教育研究所教育相談員

令和 ４年 ４月 川口市教育委員会特別支援教育アドバイザー

令和 ４年 ５月 川口市社会教育委員
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議案第１４６号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

備 藤 泰 充 昭和３６年６月１４日生 川口市戸塚１丁目１７番１号

令和４年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 備 藤 泰 充

生年月日 昭和３６年６月１４日

現 住 所 川口市戸塚１丁目１７番１号

平成１９年 ４月 川口市立戸塚西中学校ＰＴＡ副会長

平成１９年 ５月 株式会社備藤園代表取締役

令和 ２年 ４月 人権擁護委員
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